
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像中の対象領域における 物体を検出する物体検出装置において、
前記対象領域中の 基準輝度に対して明るい方向へ輝度変動した明方向情報を求
める明方向情報演算手段と、
前記対象領域中の前記基準輝度に対して明暗両方向へ輝度変動した双方向情報を求める双
方向情報演算手段と、
前記明方向情報から前記基準輝度より高い輝度を有する明色物体を検出する明色物体検出
手段と、
前記双方向情報

を検出する物体判定手段と、
を具備する
ことを特徴とする物体検出装置。
【請求項２】
前記双方向情報演算手段は、
前記対象領域中の前記基準輝度に対して暗い方向へ輝度変動した暗方向情報を求める暗方
向情報演算手段と、この暗方向情報と前記明方向情報演算手段より求めた明方向情報の論
理和から双方向情報を演算する
ことを特徴とする請求項１記載の物体検出装置。
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【請求項３】
前記物体が車両である
ことを特徴とする請求項１記載の物体検出装置。
【請求項４】
前記画像が時空間画像である
ことを特徴とする請求項１記載の物体検出装置。
【請求項５】
画像中の対象領域における 物体を検出する物体検出方法において、
前記対象領域中の 基準輝度に対して明るい方向へ輝度変動した明方向情報を求
める明方向情報演算ステップと、
前記対象領域中の前記基準輝度に対して明暗両方向へ輝度変動した双方向情報を求める双
方向情報演算ステップと、
前記明方向情報から前記基準輝度より高い輝度を有する明色物体を検出する明色物体検出
ステップと、
前記双方向情報

を検出する物体判定ステップと、
を具備する
ことを特徴とする物体検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、道路に据え付けられた監視カメラを画像処理によって自動化し、交通
流を自動計測したり、突発事象の自動検出を行う監視システムの画像処理技術に関し、画
像内の監視領域に侵入する車両を即座にかつ確実に検出するための車両侵入に使用される
物体検出装置及びその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、高速道路や幹線道路などに据え付けられた監視カメラを画像処理によって自動化し
、交通流を自動計測したり突発事象を自動的に検出する監視システムの開発が求められて
いる。
【０００３】
交通流計測には従来超音波センサなどが用いられているが、超音波センサでは流量を計測
するのがせいぜいであって、例えば停止車両の検出や事故車両の検出、あるいは、渋滞し
ている場合のその原因の認識などには、広い範囲を監視できる画像処理技術の適用が望ま
れている。
【０００４】
このように交通流の状況を自動認識するためには、画像処理技術として各車両の画像中の
位置を精密に抽出する技術が必要になる。
【０００５】
このためにまず、画像内に車両が侵入したことをなるべく早く検出し、検出された各車両
に追跡モジュールを付与し、車両の走行軌跡を抽出する方法が多数提案されている（例え
ば、「”Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｆｌｏｗ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｂｙ　Ｉｍａ
ｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ”Ｋ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ　ｅｔ．ａｌ．（ＭＶＡ’９６Ｉ
ＡＰＲ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ，１９９６，ｐｐ．２３５－２４８）」「特開平９－８１８８８号　酒井邦夫：通
過車両検出装置」）。
【０００６】
これらの方法は、車両の侵入を検出するための車両検出領域を画像内で定めておき、予め
記憶しておいた前記領域の背景画像と入力画像を比較し、輝度に変化があった場合それを
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侵入車両として認識する方法がとられている。
【０００７】
しかし、屋外の環境で撮影された画像に対して上述の方法を適用しようとしても、車両の
周囲にできる影によって後述するような誤認識が頻繁に発生する。
【０００８】
一般に屋外の環境であれば車両の影が路面上に発生する。特に朝方や夕方のように影が長
くなる時間帯は、車線をまたいで影が生成される。黒い色の車両と影は画像輝度ではほと
んど同じであるので、路面上の輝度変化を観察するだけでは、隣の車線を走行する車両と
隣の車線に生成された影を識別することができず、過剰検出などの誤認識が発生する。
【０００９】
また、車両の色を問わず、車両の周囲には影を伴うのが普通である。例えば走行路の後方
の上方から監視画像を撮影した場合を考えてみると、車両の下影や、車両の両脇などに影
が存在する。
【００１０】
したがって、路面上の輝度に変化があった領域を車両の領域とみなしたのでは、車両の領
域は「車両の周りに広がる影を含んだ領域」ということになり、車両の領域が実際の領域
より大きく検出される。車両領域の通過を検出することによって車両の侵入を検出する方
法では、車両領域が大きくなった分だけ検出タイミングが遅れることになる。検出タイミ
ングが遅れると、車両追跡モジュールの処理への移行に失敗する可能性が高い。高速道路
など車両の速度が速い場合この失敗は顕著に現れわる。
【００１１】
二つの問題への対処として、輝度の低い（暗い）領域は全て影とみなし車両としては抽出
しない方法が考えられるが、それでは暗い色の車両は全て抽出されないことになってしま
う。なぜなら、画像輝度としては影と黒い色の車両は殆ど同じだからである。
【００１２】
したがって、従来手法に対して簡単な対処を行なっただけでは、影のために発生する、過
剰検出や検出タイミングの遅れの問題は全く解決されない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、画像内で車両検出領域を設定し、その背景画像に対する輝度変化をもって
車両として検出とする方法では、影と暗い色の車両の区別ができないので、隣接車線に延
びた影を車両として誤って抽出したり、車両通過（車両の侵入）を検出するタイミングが
影の分だけ遅れてしまうという問題があった。
【００１４】
そこで本発明の目的とするところは、路面上の輝度の変化を明るい方向と暗い方向の変化
に分離して考え、明るい色の車両の検出と暗い色の車両の検出とを個別に行なうことで影
の誤抽出を抑え、安定して動作する車両侵入検出装置及び車両侵入検出方法を提供するこ
とにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、画像中の対象領域における 物体を検出する物体検出装置に
おいて、前記対象領域中の 基準輝度に対して明るい方向へ輝度変動した明方向
情報を求める明方向情報演算手段と、前記対象領域中の前記基準輝度に対して明暗両方向
へ輝度変動した双方向情報を求める双方向情報演算手段と、前記明方向情報から前記基準
輝度より高い輝度を有する明色物体を検出する明色物体検出手段と、前記双方向情報

を検出
する物体判定手段と、を具備することを特徴とする物体検出装置である。
【００１６】
請求項２の発明は、前記双方向情報演算手段は、前記対象領域中の前記基準輝度に対して
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暗い方向へ輝度変動した暗方向情報を求める暗方向情報演算手段と、この暗方向情報と前
記明方向情報演算手段より求めた明方向情報の論理和から双方向情報を演算することを特
徴とする請求項１記載の物体検出装置である。
【００１７】
請求項３の発明は、前記物体が車両であることを特徴とする請求項１記載の物体検出装置
である。
【００１８】
請求項４の発明は、前記画像が時空間画像であることを特徴とする請求項１記載の物体検
出装置である。
【００１９】
請求項５の発明は、画像中の対象領域における 物体を検出する物体検出方法に
おいて、前記対象領域中の 基準輝度に対して明るい方向へ輝度変動した明方向
情報を求める明方向情報演算ステップと、前記対象領域中の前記基準輝度に対して明暗両
方向へ輝度変動した双方向情報を求める双方向情報演算ステップと、前記明方向情報から
前記基準輝度より高い輝度を有する明色物体を検出する明色物体検出ステップと、前記双
方向情報

を検出する物体判定ステップと、を具備することを特徴とする物体検出方法である
。
【００２０】
これにより、例えば、明るい色の系統の車両は明方向変化から検出することで侵入検知タ
イミングを遅らさずに検出することができ、明方向変化と双方向変化から論理的に影と暗
い色の車両を識別することができ、影の領域を誤抽出することのない車両侵入検出装置を
構成することでき、自動化された交通監視システムの実現に途が開かれる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００２２】

図１は本発明の実施例１を示すブロック図である。
【００２３】
図１の車両侵入検出装置１０は、画像入力部１１、画像領域抽出部１２、画像演算部１３
、基準輝度記憶部１４、明領域記憶部１６、変化領域記憶部１５、車両判定部１７、検出
記録部１８、出力部１９から構成される。
【００２４】
（画像入力部１１）
画像入力部１１によって撮影された画像はＡ／Ｄ変換され、画像領域抽出部１２に送信さ
れる。
【００２５】
（画像領域抽出部１２）
画像領域抽出部１２は画像内部で車両の侵入を検出するための画像領域を切り出す。今後
この画像領域を「車両検出領域」と呼ぶ。
【００２６】
車両検出領域は図２に示すように画像内に侵入する車両の経路に交わるように設定された
細長い領域である。車両検出領域の形状は矩形に限るものではなく、要するに車両が画像
内に侵入するときに必ず交差するように設定すれば良い。
【００２７】
本実施例では縦１画素で横幅が比較的長い長方形の画像領域を車両検出領域として切り出
した場合について説明する。
【００２８】
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実施例１では、画像入力部１１で入力されるのは任意の時間間隔で撮影された動画像であ
る。通常のＴＶカメラであれば、時間間隔は一定で１／３０秒ごとに１枚の画像が入力さ
れることになる。この１枚の画像を一般に画像１フレームと言う。
【００２９】
画像領域抽出部１２で切り出された部分画像は画像演算部１３に送信され、そこで基準輝
度記憶部１４のデータと照合される。
【００３０】
（基準輝度記憶部１４）
基準輝度記憶部１４に記憶されているデータは、画像領域抽出部１２が切り出す車両検出
領域の基準輝度のデータである。このデータは車両検出領域の各画素の位置ごとに記憶さ
れている。具体的には車両が存在しない場合の道路面の輝度値がそれぞれの画素の位置で
個別に記憶されている。これを説明上背景データと呼ぶことにする。
【００３１】
背景データは事前に設定するデータである。
【００３２】
背景データを作成するには、例えば車両が存在しない状態で監視領域を撮影し、当該領域
を切り出して記憶すれば良い。
【００３３】
また、例えば検出する時間までの定めた時間内（例えば３分間）における輝度の時間平均
値を用いたり、定めた時間内の輝度の最頻値（モード）を用いたりすれば良い。平均値や
最頻値を使う方法は、画像入力部１１で用いるカメラが固定されていない場合（ズーム量
やカメラ光軸の角度などが変化し、入力される画像に変化がある場合）に有効である。
【００３４】
背景データの作成方法は他にも多数存在する。
【００３５】
（画像演算部１３）
画像演算部１３は、切出された画像領域の各位置に対して、入力データと背景データの比
較演算を行なう。
【００３６】
位置ｘにおける入力データをＩ（ｘ），背景データをＢ（ｘ）とした時、以下の式（１）
，（２）　に従ってＦ（ｘ），Ｇ（ｘ）を算出し、変化領域記憶部１５にＦ（ｘ）を、明
領域記憶部１６にＧ（ｘ）を送信する。
【００３７】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
すなわち、Ｆ（ｘ）は基準輝度に対する正負両方向の変化量であり、Ｇ（ｘ）は基準輝度
に対して正方向の（明るい方向の）変化量である。
【００３８】
変化領域記憶部１５と明領域記憶部１６は各画素位置の変化量を受信し、各時刻における
変化量を蓄積することでデータを時空間画像として記憶している。
【００３９】
時空間画像は図３で示すように横軸を検出領域の延長方向（空間軸）、縦軸を時間方向（
時間軸）にして構成されている。画像演算部１３から送信される変化量に対して閾値を設
定し、変化のある／無しによって２値化すると、時空間画像は２値画像となる。
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【００４０】
このとき、画像内に侵入した車両は図３に示すように時空間画像内で固まりとなる。これ
を「時空間画像内の車両領域」と呼ぶ。
【００４１】
時空間画像内の車両領域を時間軸の方向で見た時の限界（これを今後「後端部」と呼ぶ）
が、車両全体が車両検出領域を通過した時刻に対応する。時空間画像では速度の遅い車が
時間方向に大きな固まりとして、速度の速い車は時間方向に小さな固まりとして現われる
。
【００４２】
時空間画像は時間の経過とともに時間軸方向に大きくなっていくが、このあとの処理に必
要なのは処理したい時刻からある程度さかのぼった時間分だけである。
【００４３】
具体的には画像中の車両検出領域を１台の車が通過するのに必要な最大時間であり、例え
ば渋滞時などに画像中の１ラインを３０秒かかって通過するとすれば、３０秒を少し越え
る程度の時間分記憶しておけば良い。
【００４４】
計算機メモリなどに実装する場合は、循環バッファを用いれば有限のサイズの記憶装置で
実現できる。
【００４５】
さて、式（１），（２）　で定義されたＦ（ｘ），Ｇ（ｘ）を時間方向に積算し時空間画
像を生成すると、変化領域記憶部１５と明領域記憶部１６に生成される時空間画像はそれ
ぞれ図４で示した模式図のようになる。
【００４６】
すなわち、変化領域記憶部１５には双方向の輝度変化で生成した時空間画像（これを今後
「時空間画像Ａ」と呼ぶ）が記憶され、明領域記憶部１６には明るい方向の輝度変化だけ
で生成した時空間画像（これを今後「時空間画像Ｂ」と呼ぶ）が記憶されることになる。
式（１），（２）　の定義により、時空間画像Ｂの変化領域は、時空間画像Ａの変化領域
に完全に含まれることになる。
【００４７】
そして、時空間画像Ａには暗い色の車両も明るい色の車両も（また、車両の影の領域も）
変化領域として検出され、時空間画像Ｂには（路面の輝度値より）明るい色の車両だけが
検出される。
【００４８】
なお、車両の影の領域への対処方法は後で説明する。
【００４９】
また、一般に車両の周囲には、車両がどのような色であっても、影が存在するので、時空
間画像Ｂで検出される車両の領域に比べて、時空間画像Ａで検出される車両の領域は大き
い。例えば、走行路を後方の上方から撮影した場合には、車両の後端部には車の下にでき
る影が観測されることが多い、すなわち、明るい色の車両を時空間画像Ａだけで検出した
のでは検出タイミングが遅れることになる。この問題点を解決できるのが本発明の一つの
効果である。
【００５０】
（車両判定部１７）
車両判定部１７の動作と、変化領域記憶部１５及び明領域記憶部１６との信号のやり取り
を図６のフローチャートを用いて説明する。
【００５１】
変化領域記憶部１５及び明領域記憶部１６の時空間画像は、画像入力部１１から画像が入
力されるたびに更新し、更新された当該時空間画像に対してラベリング処理を逐次施して
いる。（ステップ　６０１）
変化領域記憶部１５及び明領域記憶部１６は、常に新しいラベルの検出とその連続性を検
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査しており（ステップ６０２，ステップ６０６　に相当する）、ラベルの後端部（つまり
車両全体が画像内に侵入し終わったタイミング）が現われるとすぐに、車両判定処理（ス
テップ６０３，ステップ６０７　）を実行するようになっている。
【００５２】
また、車両判定処理に先だって時空間画像Ａと時空間画像Ｂで検出される車両領域を車線
別に分割しておく。車線別に分割する簡単な方法としては時空間画像内における車線位置
で領域を分割または分類すれば良い。この方法は、入力カメラや車両検出領域が固定され
ており、車線位置が事前に分かっている場合に適用可能である。
【００５３】
入力カメラの設置状況によっては入力画像の遠近感が大きく、車線位置と車両の切れ目が
一致しない場合がある。例えばカメラを路面の上方から下向きに設定した場合、車高の高
い車の天井部分はカメラに近いため、車両の幅が車線幅より大きく映り、車線をはみ出す
様に見える場合がある。しかし、このような状況であってもカメラの位置や角度と車両の
高さはある範囲に収まることが事前に推定できるので、車両の画像中の横幅がどのような
範囲で投影されるのかも事前に推定できる。したがって、時空間画像内でのエッジ探索に
よる領域分割や、画像中の車両のサイズの最大値や最小値の情報などを使えば、時空間画
像内に検出された車両領域を車線ごとに分割または分類することは可能である。
【００５４】
明るい色の車両が画像中に侵入すると、二つの時空間画像にそれぞれ新しいラベルが検出
され、図４の模式図のように、まず時空間画像Ｂで当該ラベルの後端部が検出される。（
ステップ　６０２）
時空間画像Ｂで後端部が検出されたら、続いて車両判定処理Ｂを実行する。車両判定処理
Ｂは検出されたラベルの横幅が事前に決めた判断値より大きいかどうかを調べ、領域が車
両であるか判定する。このようにして、道路に映った街頭の反射光やヘッドライトの反射
光による誤抽出を抑止する。（ステップ　６０３）
車両であると判定された場合には、当該タイミングと当該位置において車両が存在したこ
とを検出記録部１８に記憶し、出力部１９から仕様に基づき情報を出力する。（ステップ
６０４，ステップ６０５　）
時空間画像Ａで車両後端が検出された場合（ステップ　６０６）、時空間画像Ａで検出さ
れる車両領域は、明るい色の車両、暗い色の車両、影、の３つの可能性がある。この３つ
を識別するために、車両判定処理Ａを実行する。（ステップ　６０７）
車両判定処理Ａの詳細については後で説明する。ここで車両と判定された場合には（ステ
ップ　６０８）、出力部１９から仕様に基づき情報を出力する。（ステップ　６０９）
以上で一つのフレームに対する処理が終了し、次の画像を入力し、全体の処理が繰り返さ
れる。（ステップ　６１０）
図７は車両判定処理Ａの処理の流れである。
【００５５】
時空間画像Ａで検出される車両領域は、明るい色の車両、暗い色の車両、影、の３つの可
能性がある。図４の模式図のような単純な時空間画像の例では、内部に車両を含まず影だ
けで生成された領域は存在しないので、時空間画像Ａで車両領域が検出された時には全て
の領域を車両と判別して問題無い。もし、時空間画像Ｂを用いて明るい色の車を別途抽出
しているのなら、重複の無い様に出力すれば良いだけである。
【００５６】
しかし、屋外環境で撮影した実際の画像の場合は時空間画像は図５の模式図の様になる。
図５の模式図では、光源（太陽）が画像の右側に存在し、影が車両位置から画像上の左方
向の伸びている様子を示している。このような状況で車両の領域と影の領域を識別するた
めに、図７の車両判定処理Ａの処理を実行する。
【００５７】
処理に先だって、時空間画像内の車両領域を車線ごとに分割または分類しておく、時空間
画像に影の領域が存在する場合、分割された領域は図５（ｃ）のようになる。これらの領
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域を時間的に早く現われた順に一つずつ検証する。図５（ｃ）では説明のために「領域Ａ
」から「領域Ｋ」まで、時間的に早く現われた順に（早く後端部が現われた順に）記号を
付与してある。従来の技術であればこれらの全ての領域が車両として抽出されてしまう。
本発明を適用すれば車両だけが抽出される。
【００５８】
まずステップ　７０１で、同じ時空間領域が明るい色の車両として、時空間画像Ｂから抽
出されているか調べる。この情報は検出記録部１８に記録されている。もし既に車両とし
て抽出した時空間領域であれば（図５（ｃ）で言えば、時空間画像Ｂで抽出される、領域
Ｂ、領域Ｃ、領域Ｆ、領域Ｇがそうである）、ステップ　７０５へ進み、重複を避けるた
めに車両ではないと判別する。
【００５９】
車両として抽出されていない時空間領域であればステップ　７０２に進む。ステップ　７
０２では光源（太陽）の方向を知識として影の延びる方向を推定し、影と車両の判別を行
なう。カメラの設定位置と角度が既知であれば光源の方向も既知にできる。時空間画像内
で車両領域が隣接して存在する場合は、光源側の領域は必ず車両であるので、車両と判別
しステップ　７０４に進む。
【００６０】
例えば、図５（ｃ）であれば、領域Ａと領域Ｂ、領域Ｃと領域Ｄ、領域Ｅと領域Ｆ、領域
Ｈと領域Ｊ、が隣り合っているが、光源側の領域Ｂ、領域Ｄ、領域Ｆ、領域Ｊは影ではあ
りえない。このような領域を車両として判別するのである（ただし、領域Ｂ、領域Ｆに関
しては車両判定処理Ｂにより既に車両として検出されている。）。図５（ｃ）の例の場合
は領域Ｄと領域Ｊが車両として判別される。また、領域Ｋも光源側に隣接する領域が存在
しないので車両として判別される。
【００６１】
ステップ　７０１とステップ　７０２によっても車両とも車両でないとも判別できなかっ
た領域はステップ　７０３によって判別する。この判別は、車両の場合には画像中でテク
スチャがあるが、影の場合はテクスチャが無い、という知識を使って行なう。
【００６２】
テクスチャの有無の判別は、例えば領域内の画像輝度の分散を計算し一定値以上の分散値
があればテクスチャがあると判断すれば良い。
【００６３】
なおここでさらに、時空間における車両領域の大きさに関する判断値を用いて、車両とし
ては小さすぎる領域を棄却するなどとすれば、画像のノイズに対する頑強性を増加させる
ことができる。
【００６４】
ところで、ここでは影の領域はテクスチャが無いという知識を使った。ステップ　７０１
とステップ　７０２を経ずに、すべての領域に対してこの判断基準を用いると識別を誤る
場合が時々ある。車両の中にはボンネットの色が単色で模様が殆どないものも多くあり、
画像の撮影状況によっては車両のテクスチャ成分がほとんど抽出できない場合もあるから
である。このために、テクスチャ成分だけで影を判別するのでは高い認識精度が得られな
い。
【００６５】
したがって、本発明ではテクスチャ成分だけで影か影でないかを判別する対象が領域の全
てになることを避けるために、車両判定処理Ｂやステップ　７０１やステップ　７０２な
どでも判別できなかったものだけについて、テクスチャ成分を用いる判別を実施する。ス
テップ　７０３に至る状況とは、「光源側に隣接する車線を走行する車両の影に完全に入
ってしまった暗い色の車両」であり、非常に稀な状況と言える。誤識別が発生するのは、
さらに、「前述した車両にテクスチャ成分がほとんど検出されない場合」に限られる。し
たがって、認識精度は高く維持できるのである。
【００６６】
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図５（ｃ）でステップ　７０３の対象となるのは、領域Ａ、領域Ｅ、領域Ｈである。本実
施例では３つの領域とも分散値が低く影として判別されたことにする。
【００６７】
以上の手続きにより、図５の例ならば７台の車両が検出されることになる。まず車両判定
処理Ｂにより、領域Ｂ、領域Ｃ、領域Ｆ、領域Ｇの明るい色の車両が検出され、車両判定
処理Ａにより、領域Ｄ、領域Ｊ、領域Ｋの車両が検出されている。
【００６８】
本発明を適用することによって、図５のように影の存在する複雑な状況でも影の誤抽出が
なく車両を正しく検出することが可能となる。
【００６９】
検出タイミングに関しては、明るい色の系統の車両は車両の周囲に生成される影に影響さ
れず、通過すると即座に検出できる。暗い色の系統の車両に関しては影と車両の分離はで
きないので検出タイミングは若干遅れたままである。しかし通過車両のうち明るい色の車
両が５０％であるとすれば、５０％について結果が改善されている。
【００７０】

実施例１では式（１），（２）　で定義したように、基準輝度に対する変化を正負両方向
の変化量Ｆ（ｘ）と、明るい方向の変化量Ｇ（ｘ）に分離した。
【００７１】
本発明の主眼とするところは基準輝度に関する輝度変化を、変化の方向別に扱うことにあ
るので、もちろん、以下の式（３），（４）　のように変化量を分離しても良い。
【００７２】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この場合、以下の式の関係が成り立つので、Ｐ（ｘ）、Ｑ（ｘ）を用いても、実施例１の
処理方法に帰着できることは明らかである。
【００７３】
【数３】
　
　
　
　
　
　
以上のように要するに基準輝度に対する変化が符号情報を含めて保持されるように記憶し
て、同様の処理を行なえば良いのであるから、変化量の記憶方法は式　（１）と式（２）
　、あるいは、式（３）　と（４）　の分離方法に限らない。
【００７４】

本発明は高速道路の監視カメラに適用可能な画像処理を想定しているために、画像入力部
１１で入力される画像は動画像であることを想定し、実施例１と実施例２の説明を行なっ
た。しかし本発明の主眼とするところの、「基準輝度に対する変化を符号情報を合わせて
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記憶し処理する」ということに関しては動画像処理に限らず応用可能である。
【００７５】
即ち、入力される画像が静止画であり、そこから影の領域と車両の領域を識別する装置ま
たは識別方法にも応用可能である。この場合画像領域抽出部１２が切り出す画像領域は「
入力画像の全体」となったり、図２の例のように小さい領域に対して処理を施すのでなく
、切り出す画像領域が非常に大きいと考えれば良い。
【００７６】
従来手法では、背景画像に対して入力画像との差分演算を行ない、変化量の絶対値を用い
て車両の存在領域を抽出し、その領域内で予め定めた値より輝度が小さい領域を影として
分離する。従来技術の課題として挙げたように、この従来手法では暗い色の車両の大部分
が影領域として誤抽出され、車両領域の固まりとして抽出できない。
【００７７】
本発明に従って背景画像に対する変化を符合別に抽出すれば、明るい色の車両をまず確実
に抽出することができ、その結果、明るい色の車両の周囲に存在する影を影として抽出す
ることができ、光源の反対方向に延びる影を影として抽出することができる。この結果、
従来手法に比べて車両領域の抽出精度を向上させることができる。
【００７８】
【発明の効果】
本発明によれば、影を物体として抽出することなく、また明るい色の物体であれば物体の
周囲に存在する影に起因した検出遅れをおこすことなく、物体が検出できる。
【００７９】
この結果、高速道路の監視カメラなどから車両の流量を自動計測したり、突発事象の検出
を自動的に行なう監視システムの実現に対して重要な役割を果たすことができる。この実
用的効果はまことに大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示すブロック図である。
【図２】画像領域抽出部が切出す車両検出領域の図である。
【図３】時空間画像の模式図である。
【図４】影が少ない時空間画像の模式図である。
【図５】影が多い時空間画像の模式図である。
【図６】処理全体のフローチャートである。
【図７】車両判定処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　車両侵入検出装置
１１　　画像入力部
１２　　画像領域抽出部
１３　　画像演算部
１４　　基準輝度記憶部
１５　　変化領域記憶部
１６　　明領域記憶部
１７　　車両判定部
１８　　検出記録部
１９　　出力部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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